
骨髄有核細胞数測定法の研究について 

 

課題名：「有核細胞数および生細胞数測定についてのアンケート調査」 

 

背景 

骨髄移植において輸注骨髄有核細胞数は生着に重要な因子として用いられている。骨髄有核細胞数測定

法には計算盤を用いた目算と自動血球分析装置による方法などがあるが、標準化はされておらず、非血縁

者間骨髄移植では採取施設と移植施設間で時に大きな差があることが指摘されている。そこで、日本輸血・

細胞治療学会細胞治療委員会では測定方法を標準化することを目標とする。本アンケート調査では実態調

査により、まず現状を把握する。 

 

目的 

非血縁者間骨髄移植における骨髄有核細胞数および生細胞数の測定において、施設間の差を明らかにし、

その原因について検討することを目的とする。 

 

対象 

日本輸血・細胞治療学会細胞治療委員会委員の所属する施設において、非血縁者間同種骨髄移植を目

的としてこれまでに採取・運搬された全骨髄細胞を対象とする。 

 

研究のデザイン 

（1）本研究は、非血縁者間同種骨髄移植のために提供ドナーより骨髄液採取を行った施設、および移植施

設を対象とする多施設共同研究であり、後方視的調査研究である。治療目的で採取された骨髄液の細胞数

および生細胞数の測定法を評価し、施設間差を明らかにする。 

 

（2）解析手法 

 依頼施設数、回答施設数 

 用いられている骨髄有核細胞数測定法の種類 

 総骨髄細胞数について、採取および移植両施設データがそろっている総数 

 両データがそろっている骨髄細胞数、容量の 2 群間比較と差の程度を検討する。 

 差が大きな場合において、可能な範囲で、その原因について検討する。 

 

（3）予定研究期間 

調査対象期間：非血縁者間骨髄移植施行期間 

調査依頼および調査票回収：2014 年 8 月 ～ 2014 年 11 月 

解析：2014 年 12 月 ～ 2015 年 3 月 
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（5）倫理的事項 

 個人情報の保護については各施設の規定に従う。非血縁者骨髄移植のドナー及びレシピエントについて

は、各協力施設内で連結可能な ID 管理を行うこととし、本調査においては移植年と施設内連結番号のみを

記載入する。よって個人情報が施設外で特定されることがないと考える。 

 

（6）記録等の保存 

 本研究で作成した文書の内、保存が必須とされる文書については、研究依頼者および実施医療機関の研

究責任者において、被験者の個人情報保護に留意し厳重に保管する。保存期間は、研究終了から 2 年間

とする。 

 

（7）公表に関する取り決め 

 研究結果の一部又は全部を学会、雑誌等外部に公表する場合には、事前に研究依頼者の承認を必要と

する。 


